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苦情率 82.2％ 60.0％ 52.6％

（注）苦情率（年間苦情受付件数÷許可会社数×100）

(2) 債権回収会社に対する行政処分の件数

債権回収会社の業務の適正な運営を確保するために必要があると認める

ときは，債権回収会社に対して業務の改善に必要な措置を採るべきことを

命ずることができる（業務改善命令 。また，債権回収会社が債権管理回）

， ， ，収業に関し 著しく不当な行為をしたときなどは 営業の許可を取り消し

又は業務の停止を命ずることができる（許可取消し，業務停止命令 。）

１２年 １３年 １４年

行政処分の件数 ０件 ０件 ０件

(3) 債権管理回収業の営業許可審査件数（許可会社数）

債権管理回収業の許可については，暴力団員等がその事業活動を支配す

ること，役員等に暴力団員等が含まれていることなどを欠格要件としてお

り，暴力団員等の参入を排除している。

１２年 １３年 １４年

営業許可審査件数 １４件 ２０件 １１件

審査件数（累計） ４５件 ６５件 ７６件

(4) 債権回収会社に対する立入検査の実施状況

債権回収会社の業務の実態を的確に把握し，適時・適切な指導・監督を

行うことにより，債権回収会社の適正な業務の運営を確保することを目的

として定期的に立入検査を実施している。

１２年 １３年 １４年

実施会社数 １４社 １６社 ２３社

実施会社数 累計 １７社 ３３社 ５６社（ ）

実施率 37.8％ 50.8％ 64.8％

（注）実施率（実施済会社数÷許可会社数×100）

(5) 回収先に対するヒアリング実施件数（累計）

債権回収会社の回収状況について調査をする必要がある場合には，回収

先（債務者）の協力を得てヒアリングを実施し，債権回収会社による違法

・不当な回収行為が行われていないかどうか等を調査している。

１２年 １３年 １４年














